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 平成 31(2019)年２月 

 栃木県保健福祉部障害福祉課 



 

本事例集について 

 

１ 作成の目的 

  地域生活支援拠点等の体制整備については、平成 30 年度から平成 32 年度

までの３か年を期間とする栃木県障害福祉計画（第５期計画）・栃木県障害児

福祉計画（第１期計画）において、「市町村の区域を基本とし、少なくとも１

つの地域拠点等の体制を整備。ただし、地域の実情に応じ複数市町による共同

実施も可能。」とし、県内 25 市町全てにおいて体制整備することを目標値に

掲げています。 

県としては、県内の整備済み市町に作成いただいた事例をまとめ、事例集と

して共有することで、更なる拠点等体制整備促進を図って参ります。 

  また、整備済み市町におかれましても、他市町の拠点等整備の取組及び現状

課題を参考に、必要な機能の更なる充実・強化や新たな機能付加等についての

検討に御活用いただきますようお願いいたします。 

 

２ 掲載市町 

  平成 30(2018)年 10 月時点で整備済みの７か所 10 市町 

  

３ その他の参考資料 

厚労省 HP 掲載  

「地域生活支援拠点等について（初版）」（厚労省、平成 30 年３月） 

「地域生活支援拠点等の好事例集」（厚労省、平成 30 年９月） 

  （※厚労省 HP 内検索バーで「地域生活支援拠点等」と検索） 

    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



【目次】 

 市町名（県政順） 整備類型 整備時期 掲載ページ 

１ 栃木市 面的 H28(2016)年 11 月 １～17 

２ 佐野市 多機能＋面的 H29(2017)年 ４月 19～28 

３ 日光市 多機能 H29(2017)年 12 月 29～39 

４ 小山市 多機能 H30(2018)年 10 月 41～53 

５ 真岡市 面的 H30(2018)年 ４月 55～66 

６ 大田原市 面的 H30(2018)年 ４月 67～73 

７ 芳賀郡 
（益子町・茂木町 
 ・市貝町・芳賀町） 

面的 
※圏域で整備 

H30(2018)年 ４月 75～79 

 

 

【事例の基本的構成】 

※あくまで基本的な構成であり、事例ごとに様式や記載内容は異なります。 
Ⅰ市町の概況 
・人口、障害者手帳交付数、管内障害福祉サービス事業者数等 

Ⅱ拠点等体制の概要 
・整備時期、整備類型、備えている機能 
・相談、コーディネート窓口 
・緊急時受け入れ体制  

Ⅲ設置に至るまでの経緯・スケジュール 
  ・検討委員会の開催状況等 

・設置に際しての補助金等の活用状況、予算等 
・住民や事業所への周知方法 

Ⅳ実績 
・現在までの登録・利用実績、関係者の研修等の実施状況等 
・関係機関との連携状況 
・課題 

Ⅴ今後の方針 
・必要な機能の充実・強化や今後整備したい機能等 

Ⅵその他の関連する取組、参考資料 
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   栃木市くらしだいじネット緊急時支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、地域で生活する障がい者及び障がい児（以下「障がい

者等」という。）に、緊急時に、障がい福祉サービス事業者等と連携して栃

木市くらしだいじネット緊急時支援事業（以下「事業」という。）を実施す

ることにより、障がい者等及びその家族が地域で安心して生活できるよう

支援することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）において使用する用語の例によ

る。 

２ この告示において「緊急時」とは、障がい者等の介護を行う者が疾病に

かかっていることその他やむを得ない理由により、居宅で生活することが

できない場合に、支援が当日又は翌日に必要なときをいう。 

 （実施主体） 

第３条 事業の実施主体は、栃木市とする。ただし、事業の運営の一部を指

定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定障害児通所支援事

業者、指定障害児入所施設その他の事業者で、適正な運営が確保できると

認められるものに委託して実施するものとする。 

 （事業内容） 

第４条 栃木市障がい児者相談支援センター（以下「センター」という。）

は、事業の利用登録を行った障がい者等、その介護者、相談支援専門員等
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からの緊急時の支援に係る通報及び相談を受け付けるものとする。 

２ センターは、前項の通報及び相談があったときは、速やかに状況を調査

確認し、次に掲げる支援の方法のうち適当と認める支援を行うものとする。 

(1) 緊急短期入所 短期入所を行う。 

(2) 緊急居宅介護 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、又は行動援護を

行う。 

(3) 駆けつけ応援 障がい者等の居宅へ訪問して相談支援等を行う。 

３ 前項の支援の期間は、原則として１週間以内とする。 

 （利用登録） 

第５条 事業を利用する者（以下「利用者」という。）は、利用登録を行う

ものとする。 

２ 前項の利用登録の要件は、市内に住所を有する障がい者等で、緊急時の

支援を要するものとする。 

（利用登録の届出） 

第６条 事業を利用しようとする者は、利用登録届（別記様式第１号）に現

況調書を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、障害福

祉サービス又は障害児通所支援を利用していない者は、現況調書の添付を

要しない。 

２ 前項の届出は、この事業の円滑な利用を促進するためのもので、登録の

ない者の緊急時の支援を行うことを妨げるものではない。 

（利用登録の変更） 

第７条 利用者は、登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止し

ようとするときは、登録事項変更（廃止）届（別記様式第２号）を市長に

提出するものとする。 
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（登録情報の提供） 

第８条 登録された利用者の情報は、市が管理し、緊急時に第４条第２項に

規定する支援（以下「緊急時支援」という。）を行う事業の運営の一部を

受託した事業者（以下「受託事業者」という。）に提供するものとする。 

（利用者負担） 

第９条 利用者は、事業を利用したときは、食費、光熱水費等の実費を負担

するものとし、緊急時支援を行った受託事業者に支払うものとする。 

（委託料） 

第１０条 市長は、委託により緊急時支援を行った受託事業者に対し、別表

に定めるところにより、委託料を支払うものとする。 

（受託事業者の責務） 

第１１条 受託事業者は、障がい者等の人格を尊重してその業務を行うとと

もに、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（実績報告書） 

第１２条 委託により緊急時支援を行った受託事業者は、緊急時支援の終了

後、速やかに実績記録票、実績集計票及び経過記録票を提出しなければな

らない。 

 （補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、

別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第１０条関係） 

緊急短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号。以下

「報酬告示」という。）に定める短期入所サービス費

の該当するサービス費の区分６の単位数に、厚生労働

大臣が定める一単位の単価（平成１８年厚生労働省告

示第５３９号）に定める市の区域の単価（以下「地域

区分割合」という。）を乗じて得た額 

緊急居宅介護 報酬告示に定める重度障害者等包括支援サービス費に

係る厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位

数（平成１８年厚生労働省告示第５５２号）に定める

単位数に地域区分割合を乗じて得た額 

駆けつけ応援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額

の算定に関する基準（平成２４年厚生労働省告示第１

２４号）に定める地域定着支援サービス費の緊急時支

援費の単位数に地域区分割合を乗じて得た額 
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別記様式第１号（第６条関係） 

利用登録届 

 年  月  日  

（宛先）栃木市長 

 

  栃木市くらしだいじネット緊急時支援事業を利用したいので届け出ま

す。なお、届出に当たり、緊急時の対応を円滑に行うため、登録した情

報を支援者に提供することについて同意します。 

ふりがな  

氏名 

         

       ㊞ 

性別 生年月日   年 月 日 

男・女 電話番号 （  ） 

住所 栃木市 

障 が い 種 別  身体・知的・精神（  級）・その他（        ） 

相談支援事業所 有・無 事業所  

福祉サービス 有・無 事業所 

(複数可) 

緊急連絡先① 

氏名  電話番号 （  ） 

住所  続柄  

緊急連絡先② 

氏名  電話番号 （  ） 

住所  続柄  

  ※代理人が届け出る場合、代理人は、以下に署名押印してください。 

 （代理人） 

  氏名            ㊞    届出者との関係          

  住所                電話番号 (    )       
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別記様式第２号（第７条関係）                      

 

登録変更（廃止）届 

 年  月  日  

（宛先）栃木市長 

 

栃木市くらしだいじネットの登録を   しますので、次のとおり届け出

ます。 

（注）該当する□に印をつけた上、内容を詳しく記入してください。 

※登録番号  

届 

出 

者 

住所 

 

氏名  

電話番号  

登録者との関係  

届

出

事

項 

登 録 者 名  

□1 変更 

□利用者住所  □緊急連絡先  □電話番号 

  □福祉サービス事業所  □その他 

  内容 

□2 廃止 

  □死亡  □転出  □その他（            ) 

変更 

廃止 
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佐野市

地域生活支援拠点等体制の概要

佐野市障がい福祉課 障がい福祉係

Ⅰ 佐野市の概況

•人口（H30年9月現在）
119,145人

•障害者手帳交付状況
（Ｈ30年4月1日現在）

身体障害者手帳所持数 3,641人

療育手帳所持数 1,028人

精神保健福祉手帳所持数 931人

佐野ブランドキャラクターさのまる
©佐野市
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佐野市の福祉サービス事業所数（30年7月1日現在）

居宅介護 13 就労移行支援 4

重度訪問介護 10 就労継続支援（A型） 3

同行援護 3 就労継続支援（B型） 8

行動援護 2 就労定着支援 0

重度障害者等包括支援 1 児童発達支援 9

短期入所 4 放課後等デイサービス 10

生活介護 6 保育所等訪問支援 1

施設入所支援 1 障害児短期入所 0

自立生活援助 0 指定一般相談支援 2

グループホーム 16 指定障害児相談支援 5

自立訓練(機能訓練） 0 指定特定相談支援 7

自立訓練（生活訓練） 1

Ⅱ 拠点等体制の概要

•設置時期：平成29年4月1日
•整備類型：多機能拠点＋面的整備
•委託法人等：社会福祉法人とちのみ会
•備えている機能
①相談

②緊急時の受入れ・対応

③体験の機会・場

④人材の確保・養成

⑤地域の体制づくり

⑥予防支援
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佐野市地域生活支援拠点等体制図

相談支援事業所

医療機関

当事者団体

①相談
③居住支援、体験の場（GH）、
日中活動の場

（福）Ｂ

①④相談（専門性の必要なものを含む）
（基幹相談支援センター）

③居住支援・体験の場（GH）、日中活動の場

（福）Ａ

③高齢化に対応した日中活動の場

（福）Ｃ

①④相談（専門性の必要なものを含む）
（基幹相談支援センター）

②緊急時の受入（短期入所）、対応（地域定着、
居宅介護、行動援護）、災害時の対応
③居住支援・体験の場（短期入所、GH）、日中
活動の場
⑤ｺｰﾃﾞｨﾈﾀｰの配置
⑥予防支援（再発予防、障害の早期発見・支援、
家族支援）

面的支援における連携・調整

（福）とちのみ会

地域包括支援
センター 等

利用者

相談・コーディネート窓口

•相談：平日日中 担当相談支援専門員

相談支援センターみどり

夜間休日 相談支援センターみどり

１名体制（相談支援専門員１名）

• コーディネート機能：相談支援センターみどり
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コーディネート機能の詳細

•相談支援センターみどり（２４時間３６５日対応）
相談支援専門員が携帯電話を持ち、夜間にも対応す
る。

•相談記録の作成
相談の聞き取りシートを作成する。

•必要があれば支援方法を検討し、対応する。
短期入所 居宅介護 駆けつけ対応

〇対象者

•介護者が病気等のやむを得ない理由により急に介
護できなくなった方

•原則として事前登録制
〇受入れ事業所

•短期入所を行う２事業所
〇実施方法

•短期入所を利用しての実施
〇利用期間

•原則として１週間以内

緊急時受入れの内容
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Ⅲ 設置経緯・スケジュール

➀検討委員会の設置（Ｈ27年8月）
・自立支援協議会専門部会 メンバー

障害者関係団体4名・サービス事業所4名・行政機関
・とちのみ会準備委員会 メンバー

医療機関3名・教育機関1名・地域委員5名・事業所11名

➁ヒアリング・アンケート調査実施

対象：関係団体等

③講演会・シンポジウムの開催

Ｈ28.8.28（日）に午前の部・午後の部に分けて開催

•相談支援体制の整備
２４時間３６５日の相談の確保

•緊急時対応の整備
受入体制の確保

短期入所満床時の受入方法

緊急支援対象者の抽出

検討にあたって特に重点を置いたこと
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➀検討の経過

日時
自立支援協議
会専門部会

とちのみ会準備委
員会

内 容

Ｈ27.8.19 第1回 地域生活支援拠点等整備推進モデル事業
の説明

9.29 第1回 地域生活支援拠点について意見交換

10.7 第2回 地域生活支援拠点について意見交換

10.14 第2回 地域生活支援所点に求められる機能につい
て整理

11.10 第3回 とちのみ会の整備計画の検討
求められる機能についてまとめる

11.13 第3回 とちのみ会の整備計画・求められる機能につ
いて意見交換

12.21 第4回 整備計画の方向性・具体的内容を示す

Ｈ28.1.14 第4回 整備計画の方向性・具体的内容を示す

➁関係団体からのヒアリング・アンケートより抜粋

• いつでも相談できるところがほしい
•必要時、預けられるところの情報を集めて知らせてほ
しい

• ２４時間３６５日の相談支援に期待したい
• ２４時間誰でも対応してくれるサポート体制
• ヘルパーさんの質の向上
•強度行動障がいに対する理解と学習の強化
•医療ケアのできるところの充実
•福祉の仕事をしている人に対して、知識が得られるよ
う勉強会を開いてほしい
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➂先進地視察

視察１：長野県中野市

のぞみの郷高社、総合安心センターはるかぜ

所長 野口直樹氏

内容 総合安心センターはるかぜについて

視察２：新潟県上越市

社会福祉法人みんなでいきる

副理事長 片桐公彦氏

内容 地域生活支援拠点について

➃講演会・シンポジウムの開催
（午前の部・午後の部に分けて実施）

○午前の部（一般市民向け 参加者143人）
・講演「障がいのある子どもと大人が住み慣れた地域で

くらしていくための６つの機能と支援」

○午後の部（関係者向け 参加者258人）
・講演「フロム浅沼を拠点とした体制整備と関係機関、

事業所が連携してつくる面的整備」

・シンポジウム「相談機能と地域の体制強化と充実」

パネリスト：精神科医師、小児科医師、事業所施設長

委託法人統括施設長、障がい福祉課長
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○広報・周知・研修会

５月 町会長連合会総会にて事業説明

民生委員児童委員協議会総会にて事業説明

６月 市内事業所向け事業説明研修会開催

フロム浅沼内覧会にて事業説明

９月 発達障害児・者の家族会にて研修会開催

10月 民生委員児童委員協議会障がい部会にて研修

２月 市内ケアマネ研修会にて事業説明

３月 強度行動障害地域向け研修会開催

介護保険事業所説明会にて事業説明

地域生活支援拠点の取組（Ｈ２９年度）

Ⅳ 実績（Ｈ30年3月31日現在）

登録者の状況

１６名（登録済）＋６名（要登録者） 計２２名

内訳 性別：男性１５名 女性７名

障がい：知的２０名 身体１名 重複（重心）１名

※今後、サービスに繋がっていないケースについては本
人及び家族の状況を確認し、必要に応じて登録を勧め
る予定です。
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対応延べ総数 24件
内訳） 性別：男性18件 女性6件

障がい：知的17件 身体3件 精神4件
登録有無：登録有7件 登録無17件

緊急対応に関する入電先は、事業所が９件で約38%、家族が7
件で約30%、関係機関は3件で約13%で全体の80%を占めた。
登録有は3件で約30%であり、登録無が大部分を占めた。
障害福祉サービス利用となったケースは12件で50%となった。
特例介護給付費にて短期入所を利用したケースもあった。

対応状況（Ｈ29年度）

•面的整備の充実
面的整備を充実させるため、他法人、他事業所と定
期的な情報交換の場を設ける。

•拠点事業の更なる周知の徹底
市民、他事業所、医療機関（総合病院、精神科、開業
医）への更なる周知及び連携の機会を増やす。

•地域資源の充実
行動障がいの方、医療的ケアを必要とする方の受入
れ先の確保が必要

課題及び今後の方針
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Ⅴ その他関連する取組・参考資料
フロム浅沼 リーフレット 表

フロム浅沼 リーフレット 裏
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日光市

地域生活支援拠点等体制の概要

日光市 健康福祉部

社会福祉課 障がい福祉係

Ⅰ 日光市の概況

•人口・世帯数（平成30（2018）年10月1日現在）
・総人口 82,839人 ・世帯数 36,524世帯
（男性 40,400人）
（女性 42,439人）

•障害者手帳交付状況
（平成30(2018)年４月1日現在）

身体障害者手帳所持数 3,865人

療育手帳所持数 775人

精神保健福祉手帳所持数 521人
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日光市の福祉サービス事業所数（平成30（2018）年7月1日現在）

居宅介護 １０ 就労移行支援 １

重度訪問介護 ５ 就労継続支援（A型） ２

同行援護 ６ 就労継続支援（B型） １２

行動援護 ０ 就労定着支援 ０

重度障害者等包括支援 ０ 児童発達支援 ３

短期入所 ８ 放課後等デイサービス ７

生活介護 １０ 保育所等訪問支援 １

施設入所支援 ３ 障害児短期入所 ０

自立生活援助 ０ 指定一般相談支援 ２

グループホーム ９ 指定障害児相談支援 ７

自立訓練(機能訓練） ０ 指定特定相談支援 ７

自立訓練（生活訓練） ０

Ⅱ 拠点等体制の概要

・設置時期：平成２９年１２月

・整備類型：多機能拠点整備型

・委託法人等：社会福祉法人すぎなみき会

・現在備えている機能

①相談

②緊急時の受入れ・対応

・今後、順次導入を検討している機能

③体験の機会・場

④人材の確保・養成

⑤地域の体制づくり
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①相談

• 障がいのある方が、高齢化や重度化によって現状
の生活維持が困難になり、親亡き後も引き続き住み
慣れた地域で安心して暮らしていくため、「地域生活
を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図
るコーディネートや緊急時の受け入れ等」に対応でき
る体制を備えている。

②緊急時の受入れ・対応

•介護者の急な体調不良や冠婚葬祭等の場合に備え、
「緊急受け入れや関係機関との連絡調整等の必要な
対応」を行う機能を備えている。

日光市地域生活支援拠点等体制図

多機能拠点整備型

緊急時の受け入れ

体験の
機会・場

相談

専門性
地域の
体制づくり

グループホーム

障がい者支援施設 等

基幹相談支援センター

障がい福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

日光市地域生活支援拠点等体制図
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相談窓口・コーディネート機能について

【相談窓口】

社会福祉法人すぎなみき会

障害児者計画相談支援センターこうろく

・平日日中 ： ３名体制（うち相談支援専門員２名）

・夜間休日 ： １名体制（うち相談支援専門員１名）

【コーディネート機能】

社会福祉法人すぎなみき会

障害児者計画相談支援センターこうろく

日光市地域生活支援拠点における「緊急時の定義」

★緊急時とは・・

•介護を行う者が疾病にかかっていることや、その他
やむを得ない理由により居宅で介護を受けることが

できない、かつ、利用を開始した日の前日または当日

に連絡があった場合とする。

緊急時対応の判断は日光市が決定する。
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連絡
決定・却下通知（ロ）

申請
支援方針（Ｇ）

相談
連絡体制確保

申請提出

報告・請求（Ｊ）

支払（ハ）

委託通知書（ロ）

緊急時支援のフロー図日光市地域生活支援拠点緊急時支援 フロー図

【常時】 利用者 ①事業利用登録申請（実施事業者へ提出）

相談窓口（実施事業者）

（Ａ）利用者登録
（Ｂ）利用登録者名簿作成
（Ｃ）常時連絡体制の確保
（Ｄ）緊急時支援が見込めない世帯の把握
（Ｅ）サービス提供体制の総合調整・コーディネート

情報連携

・日光市
・障がい者相談支援センター
・指定相談支援事業者
・障がい福祉サービス事業者

【緊急事態発生時】 利用者 ②緊急時の対応＜連絡・短期入所＞

（Ｆ）状況確認（電話・訪問）
（Ｇ）支援方法の検討
（Ｈ）総合調整・コーディネート
（ Ｉ ）緊急短期入所の受け入れ
（Ｊ）報告・請求

受理窓口（実施事業者） 緊急短期入所申請窓口（日光市）

（イ）申請受理
（ロ）利用・却下決定、委託
（ハ）委託料支払

【緊急時支援後】 実施事業者⇒関係機関招集し、今後の支援方針検討

Ⅲ 設置経緯・スケジュール

時 期 内 容

平成28年3月 社会福祉法人すぎなみき会より、新たに多機能型の施設を整備
するなかで、拠点機能を実施する意向が示される。

平成28年5月
日光市障がい者自立支援協議会で、「①平成29年度末までに
「多機能型」で拠点を整備すること」及び「②すぎなみき会が中心
的役割を担うこと」について承認を得る。

平成28年8月 日光市障がい者自立支援協議会で地域生活支援拠点の機能
について、整理・協議を実施。

平成29年10月
日光市障がい者自立支援協議会で、拠点機能のうち、平成29
年12月から「①相談」、「②緊急時の受け入れ・対応」の開始を
報告。

平成29年12月 社会福祉法人すぎなみき会が「すぎなみきタウン」を開設。
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設置に際しての補助金等の活用状況

・日光市障がい福祉サービス施設等整備補助金

＠８，０００，０００円 【平成３０年２月交付】

Ⅳ 実績（平成３０年１０月現在）

登録者の状況

・緊急短期入所 登録者数 ２６名

年齢内訳 ２０歳～４０歳：１４名

４０歳以上 ： ２名

児童 ：１０名

・利用実績：０名。

・利用の可能性がありとして連絡相談を受けた者：２名。

・内容に関する問い合わせに対し、随時対応実施。
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実施事業者による説明会・研修会の開催

・他事業所、保護者会、学校、地域住民等の団体に向けて
見学説明会を開催（個人利用希望者等向けを除く）
平成２９年１２月～ ４月：１３件
平成３０年 ５月～１０月：１３件 合計２６件

・ペアレントトレーニング
開催状況：全３回のプログラム構成
参加対象：発達に偏りがある育児に悩む保護者

（地域在住であること）。

事業所及び住民への周知方法

日光市による広報にっこう記事掲載周知
マスメディアによる新聞記事掲載 等

課題 「日光市障がい者計画（第２期計画）Ｈ29～Ｈ32年度」で実施したアンケート・
ヒアリング調査から見える課題） ～Ｈ28.8.29 第2回自立支援協議会資料から～

障がい者・支援者 事業者・関係団体 行政（第１期計画の課題）

差別や偏見、疎外感を感じ
ている

相談支援についての情報
交換の場

「障がい」の知識・意識の啓
発

相談できる場所、相談支援
体制の充実を求めている

地域住民との交流の場 相談支援体制の充実

地域との付き合いが希薄
化している

高齢化に伴う医療的ケア 障がいの有無を問わず、日
常的に交流できる場の確
保

支援者の負担が大きい 障がい児への支援・連携 緊急時・災害時の支援体
制整備

「親亡き後」の経済的支援・
自立生活への不安

緊急時・災害時に対応でき
るシステム

重度障がい児への支援体
制、人材確保と施設整備

働ける場所、収入が少ない 安定的な人材確保・人材育
成

障がい児の就学前から卒
業後までの継続的な支援
体制

事業者の不足
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・平成３１（２０１９）年度に導入を検討している機能

③体験の機会・場

親亡き後に備え、入所施設や自宅で暮らす障がい

のある方の自立生活を推進するため、グループ

ホーム等の体験の機会や場の提供を実施予定。

Ⅴ 今後の方針

・日光市地域生活支援拠点施設情報

※周知パンフレット、周知広報にっこう掲載記事について

「別ファイル資料」参照

Ⅵ その他関連する取組・参考資料
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月
に
「
す
ぎ
な
み
き
タ
ウ
ン
」
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

ど
ん
な
支
援
を
す
る
施
設
な
の
？

　

す
ぎ
な
み
き
タ
ウ
ン
は
、
障
が
い
の
あ
る

人
の
住
ま
い
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
に
対
応
す
る
相
談
支
援
を

中
心
に
、
障
が
い
の
あ
る
方
が
充
実
し
た
生

活
を
送
れ
る
よ
う
、就
労
支
援
や
生
産
活
動
、

余
暇
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
併
設
す
る

「
パ
ン
工
房
」「
カ
フ
ェ
」「
美
容
室
」で
は
、
障

が
い
の
あ
る
方
が
職
員
と
一
緒
に
働
き
な
が

ら
、商
品
の
製
造
や
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
障
が
い
の
あ
る
方
が
一
時
的
に
宿

泊
す
る
短
期
入
所
や
宿
泊
体
験
、
宿
泊
訓
練

を
行
う
他
、
子
ど
も
の
発
達
に
悩
み
を
抱
え

る
子
育
て
世
代
の
父
親
、
母
親
を
対
象
に
し

た
研
修
会（
ペ
ア
レ
ン
ト
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）

な
ど
も
行
い
ま
す
。

　

こ
の
施
設
は
災
害
の
際
に
は
障
が
い
の
あ

る
人
の
避
難
場
所
と
な
る
た
め
、
耐
震
性
能

が
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

誰
で
も
利
用
で
き
る
の
？

　

建
物
正
面
の
開
放
感
あ
ふ
れ
る
「
ふ
れ
あ

い
ホ
ー
ル
」
は
、
会
議
に
使
用
し
た
り
園
児

や
児
童
生
徒
の
作
品
展
示
を
行
っ
た
り
、
地

域
の
交
流
・
憩
い
の
場
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
。　

　

ま
た
、
女
性
職
員
の
職
場
復
帰
を
支
援
す

る
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
」
は
、
職
員
の

他
、
将
来
的
に
は
地
域
で
保
育
が
必
要
な
方

の
受
け
入
れ
も
行
い
ま
す
。

市
と
し
て
の
取
り
組
み

　

市
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
が
、
こ
れ
か
ら

先
の
高
齢
化
や
重
度
化
、
さ
ら
に
は
「
親
亡

き
後
」
を
迎
え
て
も
、
引
き
続
き
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
支
援
を

行
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、「
す
ぎ
な
み
き
タ

ウ
ン
」
を
地
域
生
活
支
援
の
拠
点
と
し
て
、

在
宅
で
生
活
す
る
障
が
い
の
あ
る
方
が
、
急

に
支
援
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
の
相
談
や
、

一
時
的
に
生
活
で
き
る
緊
急
短
期
入
所
を
実

施
し
ま
す
。

●すぎなみきタウンのご案内　
　ところ…板橋178番地 29　☎ 25-3294（代表）
　営業時間（パン工房、カフェ）…火曜日〜土曜日（午前９時〜午後４時）

①⑤パン工房でひとつずつ手作り　②誰でも利用
できるの美容室　③企業主導型保育事業　④日中
一時支援事業　⑥⑦併設のカフェでおいしいパン
と共にティータイムを

①②

①⑤⑦ ③

④

⑥

く
わ
し
く
は　

社
会
福
祉
課　

障
が
い
福
祉
係　

☎（
21
）５
１
７
４︎
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